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五
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青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
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を
次
の
と
お
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定
し
た
の
で
、
同
法

第
五
十
五
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の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
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二
十
五
年
十
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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青
森
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告
示
第
八
百
六
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事
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号
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法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
八
日

青
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知
事
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申

吾
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川
二
丁

目
一
五
の
七

ビ
リ
ー
ブ
福
祉
用

具
八
戸
中
央

八
戸
市
類
家
四
丁

目
八
の
一

平
成

��･

��･

�

有
限
会
社
ア
ト

ム
ス
プ
ラ
ン
ニ

ン
グ

む
つ
市
柳
町
一
丁

目
九
の
七

ア
ト
ム
ス
プ
ラ
ン

ニ
ン
グ
ケ
ア
・
サ

ポ
ー
ト
マ
デ
ニ
ィ

む
つ
市
柳
町
一
丁

目
九
の
七

��･

	･

�



( )

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表

八
戸
市
大
字
田
面
木
字
中
明
戸
二
に
所
在
す
る
八
戸
赤
十
字
病
院
労
働
組
合
の
執
行
委
員
長
田
村

政
雄
か
ら
労
働
関
係
調
整
法

(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

争
議
行
為
の
目
的

二
〇
一
三
年
秋
年
末
組
合
要
求
の
前
進
お
よ
び
実
現

二

争
議
行
為
を
な
す
日
時

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
午
前
零
時
よ
り
妥
結
に
至
る
ま
で
の
期
間

三

争
議
行
為
を
な
す
場
所

八
戸
赤
十
字
病
院
の
全
職
場
、
ま
た
は
一
部

四

争
議
行
為
の
概
要

右
記
の
場
所
で
全
体
的
あ
る
い
は
部
分
的
に
、
あ
る
い
は
断
続
的
に
全
て
の
業
務
の
停
止
を
は

じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
単
独
ま
た
は
、
併
用
し
て
行
う
。

八
戸
港
港
湾
隣
接
地
域
の
変
更
に
係
る
公
聴
会
の
開
催

八
戸
港
の
港
湾
隣
接
地
域

(

河
原
木
Ａ
地
区
及
び
河
原
木
Ｂ
地
区)

の
変
更
に
係
る
公
聴
会
を
次

の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
七
条
の
二
第

二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
八
日

八
戸
港
港
湾
管
理
者

青

森

県

代
表
者

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

公
聴
会
の
期
日
及
び
場
所

二

変
更
後
の
港
湾
隣
接
地
域

１

河
原
木
Ａ
地
区

基
点
１
か
ら
方
位
角
四
六
度
一
分
に
引
い
た
線
、
基
点
１
か
ら
基
点
６
ま
で
を
順
次
結
ん
だ

線
、
基
点
６
か
ら
方
位
角
三
一
四
度
五
二
分
に
引
い
た
線
及
び
水
際
線

(

基
点
１
か
ら
方
位
角

四
六
度
一
分
に
引
い
た
線
と
水
際
線
と
の
交
点
か
ら
、
基
点
６
か
ら
方
位
角
三
一
四
度
五
二
分

に
引
い
た
線
と
水
際
線
と
の
交
点
に
至
る
も
の)

に
囲
ま
れ
た
陸
域

２

河
原
木
Ｂ
地
区

基
点
１
か
ら
方
位
角
一
三
七
度
九
分
に
引
い
た
線
、
基
点
１
か
ら
基
点
38
ま
で
を
順
次
結
ん

だ
線
、
基
点
38
か
ら
方
位
角
六
三
度
五
五
分
に
引
い
た
線
及
び
水
際
線

(

基
点
１
か
ら
方
位
角

一
三
七
度
九
分
に
引
い
た
線
と
水
際
線
と
の
交
点
か
ら
、
基
点
38
か
ら
方
位
角
六
三
度
五
五
分

に
引
い
た
線
と
水
際
線
と
の
交
点
に
至
る
も
の)

に
囲
ま
れ
た
陸
域

三

変
更
後
の
港
湾
隣
接
地
域
の
陸
域
の
地
番

１

河
原
木
Ａ
地
区

八
戸
市
豊
洲
六
、
二
の
一
、
二
の
二
、
二
の
二
二
、
二
の
二
三
及
び
四

２

河
原
木
Ｂ
地
区
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家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

結
核
病

牛

疑
似
患
畜

��

上
北
郡
七
戸
町

平
成

��･

��･

�

期

日

場

所

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

午
後
一
時
三
十
分

八
戸
市
豊
洲
三
の
九

八
戸
港
貿
易
セ
ン
タ
ー
一
階
多
目
的
ホ
ー
ル



( )

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
一
の
一
、
一
の
一
二
、
二
の
二
、
三
の
五
、
四
の
二
一
、
四
の

二
八
、
四
の
三
二
、
四
の
五
五
、
四
の
五
六
、
四
の
七
一
、
四
の
七
三
、
四
の
七
五
、
九
の
一
、

一
〇
の
一
、
一
一
か
ら
一
三
ま
で
、
一
六
の
一
、
一
七
の
一
、
一
八
の
一
三
、
一
八
の
一
四
、

二
三
の
一
、
二
四
の
一
か
ら
二
四
の
八
ま
で
、
二
四
の
一
二
、
二
四
の
一
九
、
二
五
の
二
二
、

二
六
か
ら
二
九
ま
で
、
三
二
の
一
、
三
三
、
三
五
の
二
、
三
五
の
三
、
三
六
の
二
、
三
六
の
五
、

三
六
の
八
、
三
六
の
一
八
、
三
六
の
二
四
、
三
七
の
一
、
三
七
の
二
、
四
〇
か
ら
四
二
ま
で
、

同
市
同
大
字
字
北
沼
一
の
二

四

基
点
の
表
示

１

河
原
木
Ａ
地
区

基
点
１

(

北
緯
四
〇
度
三
二
分
一
五
秒
東
経
一
四
一
度
三
一
分
〇
秒)

１
号
表
示
杭

基
点
２

基
点
１
か
ら
三
一
六
度
四
分

二
三
一
・
一
メ
ー
ト
ル

２
号
表
示
杭

基
点
３

基
点
２
か
ら
四
五
度
三
八
分

二
七
二
・
五
メ
ー
ト
ル

３
号
表
示
杭

基
点
４

基
点
３
か
ら
三
一
六
度
一
四
分

三
四
八
・
七
メ
ー
ト
ル

４
号
表
示
杭

基
点
５

基
点
４
か
ら
二
五
一
度
一
〇
分

二
九
九
・
二
メ
ー
ト
ル

５
号
表
示
杭

基
点
６

基
点
５
か
ら
二
四
二
度
二
九
分

三
九
四
・
二
メ
ー
ト
ル

６
号
表
示
杭

２

河
原
木
Ｂ
地
区

基
点
１

(

北
緯
四
〇
度
三
二
分
三
六
秒
東
経
一
四
一
度
三
〇
分
一
一
秒)

１
号
表
示
杭

基
点
２

基
点
１
か
ら
六
二
度
〇
分

六
二
七
・
四
メ
ー
ト
ル

２
号
表
示
杭

基
点
３

基
点
２
か
ら
三
三
〇
度
一
一
分

三
七
四
・
四
メ
ー
ト
ル

３
号
表
示
杭

基
点
４

基
点
３
か
ら
二
三
一
度
三
九
分

一
五
六
・
八
メ
ー
ト
ル

４
号
表
示
杭

基
点
５

基
点
４
か
ら
三
一
九
度
四
七
分

三
四
・
七
メ
ー
ト
ル

５
号
表
示
杭

基
点
６

基
点
５
か
ら
二
三
九
度
五
五
分

三
八
八
・
九
メ
ー
ト
ル

６
号
表
示
杭

基
点
７

基
点
６
か
ら
三
二
一
度
二
〇
分

三
三
・
六
メ
ー
ト
ル

７
号
表
示
杭

基
点
８

基
点
７
か
ら
二
三
九
度
二
五
分

八
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル

８
号
表
示
杭

基
点
９

基
点
８
か
ら
三
二
九
度
五
六
分

二
二
九
・
三
メ
ー
ト
ル

９
号
表
示
杭

基
点
10

基
点
９
か
ら
五
九
度
五
三
分

八
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル

10
号
表
示
杭

基
点
11

基
点
10
か
ら
三
三
一
度
四
四
分

二
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル

11
号
表
示
杭

基
点
12

基
点
11
か
ら
六
〇
度
三
三
分

二
八
七
・
六
メ
ー
ト
ル

12
号
表
示
杭

基
点
13

基
点
12
か
ら
三
二
七
度
四
二
分

六
六
・
九
メ
ー
ト
ル

13
号
表
示
杭

基
点
14

基
点
13
か
ら
五
九
度
一
三
分

二
六
六
・
〇
メ
ー
ト
ル

14
号
表
示
杭

基
点
15

基
点
14
か
ら
三
二
九
度
三
六
分

一
一
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル

15
号
表
示
杭

基
点
16

基
点
15
か
ら
二
七
〇
度
二
七
分

二
六
三
・
八
メ
ー
ト
ル

16
号
表
示
杭

基
点
17

基
点
16
か
ら
二
四
〇
度
四
分

三
三
五
・
一
メ
ー
ト
ル

17
号
表
示
杭

基
点
18

基
点
17
か
ら
三
三
〇
度
四
七
分

二
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル

18
号
表
示
杭

基
点
19

基
点
18
か
ら
二
四
〇
度
三
〇
分

八
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル

19
号
表
示
杭

基
点
20

基
点
19
か
ら
三
二
九
度
五
二
分

二
四
二
・
九
メ
ー
ト
ル

20
号
表
示
杭

基
点
21

基
点
20
か
ら
五
八
度
三
五
分

八
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル

21
号
表
示
杭

基
点
22

基
点
21
か
ら
三
三
一
度
二
一
分

二
一
・
〇
メ
ー
ト
ル

22
号
表
示
杭

基
点
23

基
点
22
か
ら
五
九
度
一
分

四
二
九
・
七
メ
ー
ト
ル

23
号
表
示
杭

基
点
24

基
点
23
か
ら
三
二
九
度
五
八
分

一
七
四
・
〇
メ
ー
ト
ル

24
号
表
示
杭

基
点
25

基
点
24
か
ら
二
八
五
度
二
分

五
九
一
・
八
メ
ー
ト
ル

25
号
表
示
杭

基
点
26

基
点
25
か
ら
三
三
〇
度
三
五
分

七
六
・
〇
メ
ー
ト
ル

26
号
表
示
杭

基
点
27

基
点
26
か
ら
二
四
一
度
二
八
分

五
一
六
・
一
メ
ー
ト
ル

27
号
表
示
杭

基
点
28

基
点
27
か
ら
三
三
一
度
二
分

三
一
六
・
八
メ
ー
ト
ル

28
号
表
示
杭

基
点
29

基
点
28
か
ら
六
二
度
五
二
分

四
八
・
〇
メ
ー
ト
ル

29
号
表
示
杭

基
点
30

基
点
29
か
ら
三
三
二
度
三
九
分

五
〇
・
九
メ
ー
ト
ル

30
号
表
示
杭

基
点
31

基
点
30
か
ら
二
四
二
度
四
四
分

四
三
・
〇
メ
ー
ト
ル

31
号
表
示
杭

基
点
32

基
点
31
か
ら
三
二
九
度
五
四
分

七
八
・
三
メ
ー
ト
ル

32
号
表
示
杭

基
点
33

基
点
32
か
ら
六
一
度
一
二
分

四
二
・
六
メ
ー
ト
ル

33
号
表
示
杭

基
点
34

基
点
33
か
ら
三
二
九
度
三
〇
分

五
九
・
七
メ
ー
ト
ル

34
号
表
示
杭

基
点
35

基
点
34
か
ら
二
四
〇
度
四
六
分

九
六
・
三
メ
ー
ト
ル

35
号
表
示
杭

基
点
36

基
点
35
か
ら
二
三
〇
度
四
三
分

一
四
四
・
〇
メ
ー
ト
ル

36
号
表
示
杭

基
点
37

基
点
36
か
ら
六
一
度
二
五
分

八
一
〇
・
六
メ
ー
ト
ル

37
号
表
示
杭

基
点
38

基
点
37
か
ら
三
三
二
度
七
分

一
八
一
・
九
メ
ー
ト
ル

38
号
表
示
杭

電
子
計
算
組
織
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
の
購
入
と
し
、
そ
の
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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( )

１

電
子
計
算
組
織

(

尾
上
総
合
高
等
学
校)

一
式

２

電
子
計
算
組
織

(

八
戸
工
業
高
等
学
校)

一
式

二

納
入
期
限

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

三

納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
九
日
青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
九
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加

資
格)

の
一
、
平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
青
森
県
告
示
第
五
十
九
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参

加
資
格)

の
一
又
は
平
成
二
十
五
年
二
月
一
日
青
森
県
告
示
第
六
十
九
号

(

物
品
等
の
競
争
入

札
参
加
資
格)

の
一
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
及
び
借
入
れ
に
係
る
契
約
並
び
に
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契

約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
登
載
業
者
に
関
す
る
指
名
停
止
要
領

(

平
成
十
二
年
一

月
二
十
一
日
付
け
青
管
第
九
百
十
二
号
。
以
下

｢

指
名
停
止
要
領｣

と
い
う
。)

に
基
づ
く
知

事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開

札
の
時
ま
で
の
間
に
、
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
指

名
停
止
要
領
別
表
第
九
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
要
件
に
該
当
す
る
事
実

(

既
に

知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
が
行
わ
れ
た
も
の
を
除
く
。)

が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

５

入
札
説
明
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
入
札
に
参
加
す
る
者
の
提
出
書
類
を
適
正
に
提
出
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

資
格
の
審
査
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

(

以
下

｢

申
請
書｣

と
い
う
。)

に
よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
部
数

二
部

３

提
出
期
限
等

�

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
平
成
二
十
六
年
一

月
十
四
日
ま
で
に
青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

申
請
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は
必
要
に
応
じ
て
内
容
の
変
更
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

�
の
説
明
又
は
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

�

�
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

六

入
札
説
明
書
の
交
付
等

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課
物
品
調
達
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
一
〇
四

七

入
開
札
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日

(

時
間
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。)

２

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
東
棟
一
階

会
計
管
理
課
入
札
室

八

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
三
回
を
限
度
と
す
る
。

九

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
は
免
除
す
る
も
の
と
し
、
契
約
保
証
金
は
青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三

月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

十

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。

十
一

契
約
の
締
結

１

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
契
約
を
締
結
す
る
。

２

落
札
の
決
定
後
、
当
該
入
札
に
係
る
契
約
の
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
落
札
者
が
四

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
契
約
を
締
結
し
な
い
。

十
二

入
札
条
件

青
森
県
財
務
規
則
に
定
め
る
入
札
者
心
得
書
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
三

入
札
書
記
載
金
額

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額

(
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
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( )

て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

十
四

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚

偽
の
事
実
の
記
載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と

す
る
。

３

契
約
書
作
成
の
要
否

要

４

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青 森 県 報平成25年12月18日 水曜日 第3784号 8


